
北朝鮮人権侵害問題啓発週間 

  「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」は、（国民の

間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるた

め、）毎年12月10日から16日を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めています。 

 警察では、拉致に関与したとして北朝鮮工作員等10人について逮捕状の発付を得て国際

手配を行うとともに、拉致容疑事案及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案の

全容解明に努めています。 

 どんな小さなことでも結構ですので、情報をお寄せ下さい。 

                      情報提供先     県警察本部外事課 

                      情報提供専用ダイヤル 048‐838‐3759 

 

令和７年冬の交通事故防止運動 

期間 令和７年12月１日（月）から12月14日（日）までの14日間 

【運動重点】 

(1) 自転車の交通ルールの遵守（交通反則通告制度導入の周知） 

(2) 自転車乗車時のヘルメット着用促進 

(3) 高齢者の交通事故防止 

(4) 飲酒運転の根絶 

【統一行動日】 

12月５日（金） 飲酒運転根絶の日 

12月10日（水） 交通事故死ゼロを目指す日・自転車の交通事故防止の日 

今年も残り１か月です。事故なく年越しを迎えましょう。 
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交通事故情勢 
(１月１日～11月1５日現在) 

小鹿野警察署管内 
  人身事故  12件  物損事故 223件 

      倉尾駐在所管内        
 人身事故   ０件  物損事故  ５件 

交通死亡事故ゼロ日数５１５１日達成 

※数値は暫定値である。 

～編集後記～ 

本年は、育児と仕事の両立を目標に活動しましたが

、想像以上に大変で、地域の行事にもなかなか参加

することができませんでした。 

来年は、息子も倉尾中を走り回れるようになると思

いますので、変わらずお付き合いいただけると幸い

です。 

本年も一年間ありがとうございました。 

               倉尾駐在所 内山 


